
①　定額控除　　　　　　　
　　65歳以上の者 １００万円
　　65歳未満の者　　 ５０万円

②　定率控除
　（定額控除後の年金収入）

　　　360万円までの部分 ２５％ ２５％

　　　720万円までの部分 １５％ １５％

　　　720万円を超える部分 　５％ 　５％

③　最低保障額

　　65歳以上の者 １４０万円
　　65歳未満の者　　 ７０万円

(65歳以上で、合計所得金額が1,000万円以下の者）

　　基 礎 控 除  （～令和元年分）　　　　　 ３８万円（個人住民税は33万円）
　　　           　令和２年分～　最高 ４８万円（個人住民税は最高43万円）
　　配 偶 者 控 除     　　　　　最高 ３８万円（個人住民税は最高33万円）
　　社 会 保 険 料 控 除
　　　　　　　　　　　等

※ 個人住民税については、平成16年度改正による公的年金等控除の見直し及び老年者控除の廃止は
平成18年度分から、平成30年度改正による見直しは令和３年度分から適用。

公 的 年 金 等 に 係 る 課 税 の 仕 組 み

拠出時 掛金（所得控除） 社　会　保　険　料　控　除　等

給付時 年　金　収　入 〔①＋②〕又は③の大きい額

 最高６０万円

⇒ ５０万円 ⇒  最高４０万円

公的年金等控除
（50万円控除後の年金収入）

⇒
360万円までの部分
720万円までの部分
950万円までの部分
※年金以外の所得が1,000万円超の者は
　10万円、2,000万円超の者は20万円、
　控除額を引き下げる。

⇒ ７０万円 ⇒

その他の所得控除

税　額　計　算

老 年 者 控 除 ⇒

６５歳以上の者
老年者特別加算
＋ ５０万円

【平成16年分】 【平成17年分～】

【平成16年分】 【平成17年分～】

【平成16年分】
５０万円

（個人住民税は48万円）

【平成17年分～】

廃止

… 平成１６年度改正

（令和２年分～）

（令和２年分～）

同 左

（令和２年分～）

＿（下線部）… 平成３０年度改正


